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西表島観光管理計画(案)の概要 

 

１．西表島観光管理計画の位置づけ 

西表島における持続可能な観光を実現し、世界遺産登録に際して提示された世界遺産委員会か

らの要請事項にも対応するため、2020 年 1 月に西表島部会が策定した『持続可能な西表島のた

めの来訪者管理基本計画』を改定し、『西表島観光管理計画』を策定する。 

 
『西表島観光管理計画』は、遺産地域と遺産地域外を包含し、西表島全体を対象とした観光管

理計画として、これまで個別に検討されてきた西表島の観光に関わる各種構想・計画・制度等を

統合した計画とする。 

本計画では、西表島における観光の現状とその影響を厳しく評価したうえで、西表島における

持続可能な観光を実現するため、西表島の観光が目指すべき目標を定め、遺産地域と遺産地域外

での観光管理の基本方針と管理基準を設定し、適切な管理を実施するための具体的取組とその

実効性を確認・評価するモニタリング方法及び管理体制を提示する。 

なお、本計画で設定した観光管理の基本方針と管理基準が、関連する個別の構想・計画・制度

等の方針や基準との間に矛盾が生じないよう相互に調整し、必要に応じてそれぞれの構想・計

画・制度等に反映させるなど、西表島部会において確認・連動させていく。 

なお、本計画の上位計画及び関連構想・計画・制度との関係は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

要請事項 

a) 特に西表島において、観光の収容能力とその影響に関する厳しい評価が実施され、改定
観光管理計画に統合されるまでは、観光客の訪問レベルを現在のレベルに制限する、また
は現在のレベルより減少させること。 

奄美大島・徳之島・沖縄島北部・西表島 

世界遺産推薦地 包括的管理計画 

西表島行動計画 

持続可能な西表島のための来訪者基本計画 
改定版 

 
[西表島観光管理計画] 

西表島の観光管理に関する計画体系 

 
竹富町観光案内人条例 

西表島エコツーリズム推進全体
構想 

竹富町観光振興基本計画 

竹富町訪問税条例（仮称） 

第 6次沖縄県観光振興基本計画 
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２．観光利用の現状と課題 
 

２．１ 西表島における観光の現状・動向 

・西表島全体の年間入域観光客数は、2007 年に 40.6 万人とピークを迎えた後は増減を繰り返

していたが、2015年以降は漸減傾向を示しており、新型コロナウイルス感染拡大による移動

制限の影響を受けた 2020年以降は、2019年以前の 50％以下に落ち込んでいる。2019年以前

の年間入域観光客数の 10 年間平均（但し、東日本大震災の影響を受けた 2011 年のデータを

除く）は 33万人であった。 

・2019年の年間入域観光客数は 290,313人であり、東部の大原港から 224,493人、西部の上原

港から 65,820人が訪れている。 

 

図 西表島の年間入域観光客数の推移（データ出典：竹富町ウェブサイト） 

 

・西表島の観光形態は、大型バスや動力船等で比較的大きなフィールドを利用する周遊型観光

と、カヌーやトレッキング、海域でのアクティビティといった自然体験型観光（ガイドやイ

ンストラクターを伴う場合が多い）の大きく２種類に分けられ、それぞれ観光客数の変動傾

向や利用される場所、利用方法などが異なっている。 

・西表島への入域観光客数は季節変動も大きく、東部と西部ではピーク時期が異なっており、

東部からの入域観光客は 3 月をピークとする冬場に集中し、西部からは 8 月をピークとする

夏場に集中する。また、東部は周遊型が、西部は自然体験型の観光客が多い傾向にある。 

・2019年の実績から西表島への 1日当たりの入域観光客数の年間変動をみると、ピーク日の入

域観光客数は 1,543人/日であり、そのピーク率は 0.49％であった。また、平均は 862人/日、

標準偏差は 250人/日でバラツキが大きく、上位 30日で年間入域観光客数の 12.2％を占めて

いる。 

・2019 年の西表島への入域観光客数は年間約 29 万人であり、その内ガイドが引率するカヌー

やトレッキングツアー（エコツアー）で遺産地域内のフィールドを直接的に利用した観光客

は延べ約７万人（24％）、仲間川と浦内川で動力船による遊覧観光を行った観光客は延べ約 15

万人（52％）いたが、その他に周辺管理地域の施設やフィールドあるいは海域も利用されて

いた。 
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・エコツアーによる自然体験型観光に使用されているフィールドは西表島内に広く分布してお

り、西表全体では陸域の 27 箇所と海域一帯が利用されているが、その内の 20 箇所が遺産地

域内に位置している。 

・近年の動向として、周遊型観光での動力船利用者は減少傾向にある一方、自然体験型観光の

利用者は増加傾向にあると考えられ、自然体験の案内を行うガイド事業者も増加している。 

・2015年～2016年に実施した調査によれば、西表島を訪問する観光客のうち西表島で宿泊する

のは約 23%、全体の平均宿泊日数は約 0.36泊に留まっており、石垣島に宿泊して日帰りで西

表島を訪れる観光客が多い。 

 

 

図 2019年の日別入域観光客数の推移（データ出典：船会社提供データより編集） 

 

 



 

 

 

4
 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

図 西表島の自然体験型ツアーフィールド及び利用者カウンター設置概略位置・利用者数 

⑭白浜の亜熱帯林 

⑮仲良川 

⑬浦内川源流域 

（横断道入口） 

⑫浦内川上流域 

⑨ヒナイ川（3 か所） 

・滝下ルート 

・滝下～滝上 

・滝上ルート 

⑧西田川 

⑦クーラ川 

⑤ゲータ川 

④大見謝川 

③ユツン川 

②古見岳 

①前良川 

⑪テドウ山 

⑥クーラの洞窟 

 
⑩ウタラ炭鉱 

2019年 2020年

① 前良川 1683 1109

古見岳（ユツン側） 25 664

古見岳（相良側） － 212

③ ユツン川 5319 4240

④ 大見謝川 8326 2882

⑤ ゲータ川 － 3539

⑥ クーラの洞窟 － －

⑦ クーラ川 － 2249

⑧ 西田川 7882 2991

ヒナイ川（滝下） 29666 18212

ヒナイ川（滝上） － 2093

⑩ ウタラ炭鉱 － －

⑪ テドウ山 － 779

⑫ 浦内川上流域 － －

⑬ 浦内川源流域 752 1960

⑭ 白浜の亜熱帯林 － －

⑮ 仲良川 2966 3596

※環境省が設置した利用者カウンターのINの値を使用

※灰字は欠測期間を含むデータ

※設置後間もない箇所や時期限定での設置箇所は未記入

※クーラ川についてはカヌー利用者を除いた数値

表　自然体験型観光の利用者数

⑨

②

利用者数
フィールド名

番

号
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２．２ 西表島における観光利用による影響と評価 

西表島の遺産地域内外において想定される観光による影響（脅威）を網羅的に抽出し、それぞ

れの脅威に対して、影響を受けるエリアの重要度と収容能力を踏まえて、現在のリスクの大きさ

とその変化動向について評価を行った。評価結果は次ページの表に示したとおりであり、以下の

観光利用による影響に関して、管理基準の設定や管理強化のための対策の検討が必要であると

判断した。 

ただし、遺産地域外での観光に関しては、観光客の行動や価値観の多様化が西表島の環境・社

会・経済等にプラスの効用をもたらす可能性もあることから、本計画では観光による多面的価値

の創出に資する取組も含めて検討し、その効果については本計画の効果検証の段階で改めて評

価する必要があると判断した。 

 

（１）遺産地域内で管理の強化が必要と判断された観光による影響 

① 自然体験利用のフィールドとして利用されている箇所の増加による影響 

自然体験利用のフィールドとして利用されている箇所の増加による影響については、遺産地域

の保全の重要性に鑑み、あらゆる行動が影響を引き起こすと仮定し、予防的観点から、現在の状

態を許容限界として利用箇所数の増加を制限する必要がある。 

② 自然体験型利用の入込客数の増加・利用集中による影響 

自然体験利用のフィールドとして利用されている箇所の入込客数の増加と利用集中による影

響については、遺産地域の保全の重要性に鑑み、特に影響が懸念される場所については、収容能

力の観点や現在の状態から許容限界を設定して入込客数をその範囲内に制限し、それ以外の場

所においても、入込客数の増加を抑制しつつ入込客数と利用に伴う環境負荷指標の継続監視に

よる管理強化が必要である。 

③ 来訪者・ガイド事業者の無責任な行動やアクティビティの特性による影響 

来訪者・ガイド事業者の無責任な行動やアクティビティの特性による影響については、影響を

未然に防止するため、環境への負荷低減と来訪者の安全確保のための自然体験利用のルールを

経験と実績に基づいて設定し、そのルールが遵守される仕組みを制度的に担保する必要がある。 

 

（２）遺産地域外で管理の強化が必要と判断された観光による影響 

① 西表島への入込客数の総量による影響 

西表島への入込客数の総量による影響については、近年は年間入域観光客数が年毎に増減を繰

り返しており、しかも、年間入域観光客数に対しては、想定される影響との関係を収容能力の観

点から評価して基準値を設定することが困難であることから、当面は直近 10 年間程度の実績を

目安として入込客数の変動がその範囲内に収まるよう、慎重に監視していく必要がある。 

② 特定の時期への利用集中による影響 

特定の時期への利用集中に関しては、定期船の混雑や島内インフラへの影響が懸念されること

から、収容能力との関係から基準値を設定して入込客数を出来る限り基準値以下に抑えるよう

調整する必要がある。 

③ 個人型旅行形態の増加による影響 

個人型旅行形態の増加が一概に想定さる影響要因とは言えず、来訪者やガイド事業者の行動変

容による影響の回避・低減も可能であると判断されることから、交通規則の遵守徹底と普及啓発

の強化を図りつつ、モニタリングを継続的に実施しつつ慎重に監視していく必要がある。 

④ 来訪者・ガイド事業者の無責任な行動やアクティビティの特性による影響 

遺産地域内と同様の評価 
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表 西表島の観光において想定される影響と評価（一覧） 

 

  

リスク評価 動向評価

人間活動の影響を受けない原生エリアの縮小／人間活動による影響

の拡散・累積・複合化／希少性の高い生物種の生育・生息阻害
高

人間活動に対して脆弱な場の損壊・環境の劣化／希少な生物種の生

育・生息阻害／来訪者の安全性の低下／来訪者の体験の質・満足度

の低下

高

希少な動植物の採取 採取対象となる希少種の個体数減少

絶滅リスクの増加

ゴミの投棄 水質の悪化、生息・生育環境の悪化

野外での排泄行為 水質の悪化、生息・生育環境の悪化

競合や捕食等による在来種の生息・生育状況悪化

ヤマネコ等野生動物への感染症罹患

野生動物への餌付け 野生動物の行動・生態変化

カヌー等の無秩序な放置 マングローブ林等への影響、景観阻害

トレッキング 入込客の踏圧による歩道沿いの土壌の踏み固め・裸地化・浸食拡

大・樹木損傷／歩道周辺の植生の変化／外来種の侵入・拡散／道迷

いによる遭難

カヌー・カヤック等 マングローブ林内への侵入による幹・根の損傷

海岸・河川周辺の植生や野生生物の生息地のかく乱

沢滝遊び・キャニオニング 忌避や水質悪化による魚類等の生息・繁殖阻害／踏み荒らしによる

河床のかく乱や付着藻類の損傷／底生生物やデトライタスのかく乱

生物観察・釣り・採取等 釣り・採取対象となる生物の個体数減少

忌避・人慣れ等による野生動物の行動・生態変化

動力船の曳き波による土壌侵食やマングローブ林への影響 低

観光のための開発行為
施設建設・地形改変・樹木

の伐開等

生物の生息・生育地の消失、生息・生育環境の変化

外来種の侵入／景観阻害
低

来訪者による定期船の利用

観光事業者等による駐車場

の占有

定期船・港の混雑／来訪者の快適性・満足度の低下（トイレ混雑・

雰囲気が悪い・慌ただしい等）／住民生活への支障（乗船できな

い・港に駐車できない等）

中

来訪者の遭難・事故の増加 消防団や住民のボランティアによる搬送・捜索等の負担の増加 高

高

希少な動植物の採取 採取対象となる希少種の個体数減少／絶滅リスクの増加

気軽な診療所の利用 診療所の負担の増加

集落内での住居ののぞき見 住民のプライバシーの侵害

御嶽や祭りの場等の神聖な

場所への侵入

地域の文化・慣習の侵害

水着での集落内歩行 住民生活の風紀の悪化・不快感

トレッキング・散策 狩猟場・農地への立入による狩猟・農業活動の阻害／罠や用具の損

壊

海岸部での施設照明やライトの使用によるウミガメの産卵の阻害

ホタル観察における無秩序なライトの使用によるホタル類の生息環

境悪化

昆虫採集・釣り 採取対象となる生物の個体数減少

漁場での遊泳や船の停泊による漁業活動の阻害

日焼け止めや洗剤等の化学物質の使用による水質の悪化・海棲生物

の生育環境の悪化

アンカリングによるサンゴの損壊

技術の低い遊泳によるサンゴの損壊

洞窟探検・ケービング 洞窟内への立入り、ライトの使用によるコウモリ等の生息の阻害

遺

産

地

域

外

で

の

影

響

西表島への入込客数の総量

特定の時期への利用集中

個人型旅行形態の増加

来訪者による島内インフラ

への負荷

中

上水の供給量の不足による給水制限の発生

下水処理・ごみ処理にかかる負荷や費用の増大 中

アクティビティによって生

じる負荷

生物観察

遊泳・ダイビング・スノー

ケリング・釣り

車道における交通量の増加

や速度超過

ヤマネコ等野生動物の交通事故、ロードキル

交通事故の発生や住民生活の安全性の低下

来訪者・観光事業者の無責

任な行動

管理区域 影響要因 想定される影響（脅威）
影響の評価

遺

産

地

域

内

で

の

影

響

遺産地域内での利用箇所の増加

遺産地域内への入込客数の増加

特定の場所・時期への利用集中

来訪者・ガイド事業者の無

責任な行動

高

侵略的外来種やペットの持

ち込み

アクティビティによって生

じる負荷

動力船による遊覧
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３．観光管理の目標と方針 
 

３．１ 観光管理の全体目標 

持続可能な西表島のための来訪者管理基本計画の改定に当たり、整合を図るべき上位計画、関

連計画等を踏まえて、相互に整合がとれるかたちで西表島の観光が目指すべき目標を以下のと

おり設定した。 

 

３．２ 各主体の責務と行動指針 

西表島における観光管理の全体目標を達成するためには、西表島の観光管理に関わる行政、観

光事業者、来訪者、島民の各主体が、それぞれが担うべき責務と自らの行動による影響や効果を

正しく認識したうえで、本計画に定めた観光管理の取組を推進していかなければならない。各主

体の責務と行動指針は以下に示したとおりであり、この責務と行動指針は、竹富町西表島エコツ

ーリズム推進協議会を核とする産官学民連携体制のもと、適切な手法をもって、島内外のステー

クホルダーや来訪者のみならず全世界に向けて発信を続ける。 
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３．３ 観光管理の基本方針 

２章で整理した観光利用による影響と評価を踏まえつつ、先に設定した西表島の観光管理の

全体目標を達成するために、西表島において実施すべき観光管理については、西表島を遺産地

域内と遺産地域外にエリアを区分し、それぞれエリアごとに観光管理の基本方針を設定した。 

西表島におけるエリアごとの観光管理の基本方針と管理項目は下図に示したとおりであり、各

管理項目に対しては、それぞれ管理基準を定めたうえで、管理の実効性を担保するために必要

な管理ツールの選定及び管理方法を検討した結果、西表島においては、今後、次ページの表に示

す枠組みで観光管理を実施していくこととする。 

     

      図 西表島における観光管理の枠組みと基本方針  
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表 西表島における観光管理の枠組み 

 

管理

区域
管理項目 管理基準 管理方法

自然体験フィー

ルドとしての利

用箇所の制限

遺産地域内での利用箇所をR1年時点

（20箇所）以上に増加させない

エコツーリズム推進全体構想（ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ推進法）の「保

護ゾーン」の「原則観光利用不可」のルールに基づき利

用を制限

ⅰ利用が集中する場所の入込客数

　A.ヒナイ川：200人/日以下

　B.西田川：100人/日以下　に制限

ⅱ．希少生物の重要な生息・生育地の

入込客数

　C.古見岳：30人/日以下

　D.浦内川源流域：50人/日以下

　E.テドウ山：30人/日以下　に制限

ⅲ．その他の自然体験型利用フィール

ドの入込客数

　F.場所・ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ毎に1事業者・

  　1ガイドの案内客数の上限を設定

 来訪者・ガイド

事業者の行動制

限

事業者向け共通ルール及びエリア・ア

クティビティ毎の個別ルールにガイド

事業者の禁止事項・行為制限を設定

年間入域観光客数を前年比で1割以上

増加させない

前年の年間入域観光客数に応じて、次年の許容限界を算

定し、観光関係者等に周知し、必要な対応を要請する。

許容限界を超える大幅な増加が確認・予測された段階

で、西表島部会が想定される影響の程度を確認、再評価

し、必要な対策が講じられるよう調整や要請を行う。

１日当たりの入域観光客数を1200人/

日以下に制限する

※ただし基準値は宿泊率の変動に応じ

て見直すこと

直近の日別入域観光客数のデータを用いて、西表島の混

雑状況を予測した「エシカル観光カレンダー」を作成・

公表する。

情報発信の強化により観光客を閑散期に誘導する。

西表島への送客を担う観光関連事業者との連絡調整会議

を実施し、来訪客数の平準化、混雑緩和を図るための調

整を行う。

島内での車両走行速度を40Km/時以下

に規制

警察による巡視や取締りの他、管理機関・NPO等による

パトロール・監視を継続し、来訪者、観光事業者、島民

への普及啓発を実施する

一般利用者向け利用ルールに来訪者の

禁止事項・行為制限を設定

事業者向け共通ルール及びエリア・ア

クティビティ毎の個別ルールにガイド

事業者の禁止事項・行為制限を設定

エコツーリズム推進全体構想（ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ推進法）の利用

ルール遵守を観光案内人条例の規定とし、違反者を行政

処分対象とすることでガイド事業者の行動を制限し、ガ

イド事業者に来訪者の行動管理義務を課す

観光に関わる各

主体の責務に応

じた行動促進

観光に関わる各主体の責務に応じた行

動の促進目標を設定

ⅰ行政：観光影響の低減に資するイ

　ンフラ整備

ⅱ観光事業者：負荷低減・社会貢献

　に資する観光商品・サービス提供

ⅲ来訪者：観光活動に要する社会的

　費用の負担

ⅳ島民：生活・産業に伴う環境負荷

　の抑制

各主体の行動が連動して動き出すために利用者負担制度

及びグッドプラクティス選定・支援制度等の仕組みを導

入・活用し、その運用を通じて各主体の行動促進を図

り、観光による西表島の環境・社会・経済的価値を高め

る。

エコツーリズム推進全体構想（ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ推進法）の「特

定自然観光資源」に指定し、当該箇所への入域に関する

事前承認制度の導入により人数を制限

エコツーリズム推進全体構想（ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ推進法）の利用

ルール遵守を観光案内人条例の規定とし、違反者を行政

処分対象とすることでガイド事業者の行動を制限し、ガ

イド事業者に来訪者の行動管理義務を課す

遺

産

地

域

遺

産

地

域

外

 自然体験型利用

の入込客数の制

限

西表島への入込

客数の抑制

来訪者・ガイド

事業者の行動制

限
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４．持続可能な観光の実現に向けた主な取組 

先に設定した観光管理の枠組みにしたがって、具体的に実施する取組や事業を抽出・整理

し、実施主体や実施内容、実施年度について、実施主体への確認・調整を行った結果を一覧

表に整理した。 
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また、本計画に基づいた観光管理の取組を実施することで、想定される観光影響に対してそれぞれ適切な管理ツールが設定されているかについては、

以下に示すチェック表を用いて確認した。       

表 西表島における観光影響と管理ツールの対応チェック表 

リスク評価 動向評価 自然公園法 保護林制度 エコツーリ

ズム推進法

竹富町観光

案内人条例

道路交通法 保全対策・

インフラ整

備

利用者負担

(訪問税条

例）

グッドプラ

クティス

(エコ認証

制度)

官民協定・

調整会議・

管理組織

普及啓発

(拠点整備

含）

情報発信

（観光カレ

ンダー含）

人間活動の影響を受けない原生エリアの縮小／人間活動による影響の拡

散・累積・複合化／希少性の高い生物種の生育・生息阻害
高 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

人間活動に対して脆弱な場の損壊・環境の劣化／希少な生物種の生育・生

息阻害／来訪者の安全性の低下／来訪者の体験の質・満足度の低下
高 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

希少な動植物の採取 採取対象となる希少種の個体数減少

絶滅リスクの増加

ゴミの投棄 水質の悪化、生息・生育環境の悪化

野外での排泄行為 水質の悪化、生息・生育環境の悪化

競合や捕食等による在来種の生息・生育状況悪化

ヤマネコ等野生動物への感染症罹患

野生動物への餌付け 野生動物の行動・生態変化

カヌー等の無秩序な放置 マングローブ林等への影響、景観阻害

トレッキング 入込客の踏圧による歩道沿いの土壌の踏み固め・裸地化・浸食拡大・樹木

損傷／歩道周辺の植生の変化／外来種の侵入・拡散／道迷いによる遭難

カヌー・カヤック等 マングローブ林内への侵入による幹・根の損傷

海岸・河川周辺の植生や野生生物の生息地のかく乱

沢滝遊び・キャニオニング 忌避や水質悪化による魚類等の生息・繁殖阻害／踏み荒らしによる河床の

かく乱や付着藻類の損傷／底生生物やデトライタスのかく乱

生物観察・釣り・採取等 釣り・採取対象となる生物の個体数減少

忌避・人慣れ等による野生動物の行動・生態変化

動力船の曳き波による土壌侵食やマングローブ林への影響 低 ✔ ✔

観光のための開発行為
施設建設・地形改変・樹木の伐開等 生物の生息・生育地の消失、生息・生育環境の変化

外来種の侵入／景観阻害
低 ✔

来訪者による定期船の利用

観光事業者等による駐車場の占有

定期船・港の混雑／来訪者の快適性・満足度の低下（トイレ混雑・雰囲気

が悪い・慌ただしい等）／住民生活への支障（乗船できない・港に駐車で

きない等）

中 ✔ ✔ ✔

来訪者の遭難・事故の増加 消防団や住民のボランティアによる搬送・捜索等の負担の増加 高 ✔ ✔

高 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

希少な動植物の採取 採取対象となる希少種の個体数減少／絶滅リスクの増加

気軽な診療所の利用 診療所の負担の増加

集落内での住居ののぞき見 住民のプライバシーの侵害

御嶽や祭りの場等の神聖な場所への侵入 地域の文化・慣習の侵害

水着での集落内歩行 住民生活の風紀の悪化・不快感

トレッキング・散策 狩猟場・農地への立入による狩猟・農業活動の阻害／罠や用具の損壊

海岸部での施設照明やライトの使用によるウミガメの産卵の阻害

ホタル観察における無秩序なライトの使用によるホタル類の生息環境悪化

昆虫採集・釣り 採取対象となる生物の個体数減少

漁場での遊泳や船の停泊による漁業活動の阻害

日焼け止めや洗剤等の化学物質の使用による水質の悪化・海棲生物の生育

環境の悪化

アンカリングによるサンゴの損壊

技術の低い遊泳によるサンゴの損壊

洞窟探検・ケービング 洞窟内への立入り、ライトの使用によるコウモリ等の生息の阻害

管理区域 影響要因 想定される影響（脅威）

影響の評価

遺

産

地

域

内

で

の

影

響

遺産地域内での利用箇所の増加

遺産地域内への入込客数の増加

特定の場所・時期への利用集中

来訪者・ガイド事業者の無

責任な行動

高

アクティビティによって生

じる負荷

動力船による遊覧

アクティビティによって生

じる負荷

生物観察

遊泳・ダイビング・スノーケリング・釣

り

遺

産

地

域

外

で

の

影

響

西表島への入込客数の総量

特定の時期への利用集中

個人型旅行形態の増加

来訪者による島内インフラへの負荷

来訪者・観光事業者の無責

任な行動

中

車道における交通量の増加や速度超過 ヤマネコ等野生動物の交通事故、ロードキル

交通事故の発生や住民生活の安全性の低下

侵略的外来種やペットの持ち込み

上水の供給量の不足による給水制限の発生

下水処理・ごみ処理にかかる負荷や費用の増大
中

✔ ✔✔ ✔

✔

管理ツール

✔ ✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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５．モニタリングの実施と計画の進捗管理 

５．１ モニタリング・評価の体制 

本計画において掲げる観光管理の全体目標を達成するため、管理基準の達成状況、観光に伴う

自然環境や地域社会への影響の程度、関連する取組や事業の実施状況等について、定期的にモニ

タリングと評価を行い、その結果に応じて、管理基準の変更や対策となる取組の強化等、順応的

に対応していく。 

モニタリング・評価のための指標としては、奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島世界自

然遺産に関するモニタリング計画をはじめ、本計画の上位計画である「西表島行動計画」におい

ても管理成果の評価のための指標が設定されているほか、本計画の関連計画である「西表島エコ

ツーリズム推進全体構想」においてもモニタリング項目の設定がなされており、本計画において

設定すべきモニタリング指標と重複する項目も多い。そのため、本計画においては、これらの指

標等との整合性を測りながら、効率的にモニタリングと評価を行っていける体制を構築する。 

本計画と各計画との関係性を考慮して、本計画におけるモニタリング指標は、西表島エコツー

リズム推進全体構想のモニタリング項目を包含するように設定した。また、本計画におけるモニ

タリング指標のいくつかは、遺産地域全体のモニタリング計画や西表島行動計画における評価指

標を引用できるものとして内容の整合性を

図った。 

本計画のモニタリング・評価の体制は、本

計画及び西表島行動計画の策定・管理主体で

ある「西表島部会」と、西表島エコツーリズ

ム推進全体構想の策定・管理主体である「竹

富町西表島エコツーリズム推進協議会」の下

に、共同で「西表島の観光管理に関するモニ

タリング評価委員会」（以下、「モニタリング

評価委員会」という。）を設置し、両計画のモ

ニタリング指標について定期的に確認・評価

を行い、西表島部会に対して報告・助言を行

うこととした。 

 

５．２ 計画の進捗管理の方法 

本計画策定後は、「モニタリング・評価委員会」を開催してモニタリング指標についての確認・

評価を定期的に実施し、「西表島部会」へ評価結果の報告・助言を行う。「西表島部会」は、「モニ

タリング・評価委員会」の報告・助言を踏まえて、本計画に位置付けた主な取組内容について必

要な修正・更新を行うこととする。 

また、計画策定の５年後に計画の定期点検を行うこととし、「モニタリング・評価委員会」が計

画内容の全般的な点検を行い、必要に応じて管理方法や管理基準等の見直しについても提言・要

請を行う。「西表島部会」は「モニタリング・評価委員会」の提言・要請を踏まえて、本計画につ

いて必要な見直し、改定を行うこととする。 

なお、その後は、5年毎に計画の点検、見直しを継続的に実施していくが、その間もモニタリン

 

行動計画の評価指標 観光管理計画のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ指標 

西表島の観光管理に関するモニタリング評価委員会 

西表島部会 
竹富町西表島エコツー

リズム推進協議会 

全体構想のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ項目 

○ ―――――――― 

○ ―――――――― 

○ ―――――――― 

○ ―――――――― 

○ ―――――――― 

○ ――――――――― 

○ ――――――――― 

○ ――――――――― 

○ ――――――――― 

○ ――――――― 

○ ――――――― 

（１）保護制度の適切な運用 

（５）適切な観光管理の実現 

・ 
・ 
・ 

○ ――――――― 

○ ――――――― 

○ ――――――― 

○ ――――――― 

（２）外来種による影響の・・・ 

評
価
の
実
 

 

○ ――――――― 

○ ――――――― 

・ 
・ 
・ 

計画策定主体 計画策定主体 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
計
画
の
指
標
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グ指標のデータに関しては、定期的に「西表島部会」において確認を行い、懸念される事項が確

認された場合には、「モニタリング・評価委員会」に対し、評価・助言を求めることとする。 

 

５．３ モニタリング指標 

本計画におけるモニタリング指標としては、管理基準の達成状況を図るための「管理指標」、観

光に伴う自然環境や地域社会への影響の程度を図るための「影響指標」、関連する取組や事業の実

施状況等について把握するための「関連指標」に分類し、以下のとおり設定した。 

 

■管理指標 

・本計画の管理基準そのものと対応し、観光管理計画の実行状況や達成度について、定められ

た計測手法により定量的な数値として把握するもの。 

・管理基準を超過した場合等には、本計画に基づき西表島部会として対応を検討する。 

 

■影響指標 

・観光により生じると想定される主要な負の影響について、どの程度の影響が生じているか確

認するもの。 

・モニタリング評価委員会にて重大な影響が生じていると判断された場合には、西表島部会と

して対応を検討する。 

 

■関連指標 

・観光による地域への波及効果や観光の質など、観光管理そのものではないが、観光管理のた

めの取組の結果として生じる観光の変化について把握するもの。 

・モニタリング指標に基づいて継続的な状況把握を行い、その結果を西表島部会等で関係機関

に共有する。 
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表 観光管理計画のモニタリング項目 


